
27・8・13
　

現
在
、
多
く
の
方
に
ご
利
用
い

た
だ
い
て
い
る
福
祉
会
館
は
、
建

物
の
耐
震
上
の
問
題
か
ら
、
利
用

者
の
安
全
面
を
考
慮
し
、
平
成　
２８

年
３
月　

日
で
閉
館
し
ま
す
。

３１

　

閉
館
に
伴
い
、
公
民
館
と
合
同

で
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　

８
月
５
日
（
水
）
午
後

６
時
か
ら
、
９
日
（
日
）
午
後
１

時
か
ら

と
こ
ろ　

福
祉
会
館
５
階

対　

象　

市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方

定　

員　
　

人
（
当
日
先
着
順
）

６０

そ
の
他　

保
育
あ
り
（
水
筒
・
お

や
つ
等
持
参
）
、
手
話
通
訳
あ
り

問
合
先　

地
域
福
祉
課
地
域
福
祉

係
（
☎　

儿　

儿
９
９
１
５
）

０４２

３８７

 　

平
成　

年
度
に
、
福
祉
会
館
の

２８

閉
館
に
伴
い
、
公
民
館
本
館
を
公

民
館
本
町
分
館
へ
仮
移
転
す
る
こ

と
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

仮
移
転
に
伴
い
、
公
民
館
利
用

者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

と　

き　

８
月
５
日
（
水
）
、
９

公
民
館
本
館
仮
移
転
に
伴

う
説
明
会
の
開
催

日
（
日
）
、
い
ず
れ
も
午
前　

時
１０

か
ら

と
こ
ろ　

公
民
館
本
町
分
館

申
込
方
法　

当
日
直
接
会
場
へ
。

問
合
先　

公
民
館
本
町
分
館
（
☎

　

儿　

儿
１
１
７
０
）

０４２

３８３

 　
　

歳
以
上　

歳
未
満
の
国
民
健

７０

７５

康
保
険
加
入
者
の
高
齢
受
給
者
証

を
、
８
月
に
一
斉
更
新
し
ま
す
。

　

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
郵
送

し
ま
し
た
の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

【
負
担
割
合
】

　

病
院
等
の
窓
口
で
の
支
払
い

は
、
高
齢
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ

た
一
部
負
担
金
の
割
合
に
な
り
ま

す
。

　

必
ず
保
険
証
と
一
緒
に
高
齢
受

給
者
証
も
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

　

一
般
の
方
は
２
割
（
昭
和　

年
１９

４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
は

特
例
措
置
に
よ
り
１
割
）
負
担
で

す
が
、
市
・
都
民
税
の
課
税
所
得

が　

万
円
以
上
あ
る
方
（
一
定
以

１４５
上
所
得
者
）
と
そ
の
世
帯
に
属
す

る
方
は
３
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
世
帯
で　

歳
以
上　

歳

７０

７５

未
満
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
が

２
人
以
上
い
る
場
合
、
収
入
の
合

計
が　

万
円
（
１
人
の
場
合　

万

５２０

３８３

円
）
未
満
の
方
は
、
申
請
に
よ
り

国
民
健
康
保
険

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
は

届
き
ま
し
た
か

２
割
（
昭
和　

年
４
月
１
日
以
前

１９

に
生
ま
れ
た
方
は
特
例
措
置
に
よ

り
１
割
）
負
担
に
な
り
ま
す
。

【
住
所
等
が
変
わ
っ
た
と
き
は
届

け
出
を
】

　

転
入
・
転
出
・
死
亡
等
に
よ
り

世
帯
構
成
ま
た
は
前
年
の
所
得
に

変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
負
担
割

合
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、

必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

保
険
年
金
課
国
民
健
康

保
険
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３

０４２

３８７

３
）

 
募
集
内
容　

▽
ポ
イ
ン
ト
方
式
に

よ
る
募
集
（
家
族
向
け
の
み
）
▽

単
身
者
向
け
・
単
身
者
用
車
い
す

使
用
者
向
け
・
シ
ル
バ
ー
ピ
ア
住

宅　

▽
事
業
再
建
者
向
け
定
期
使

用
住
宅

申
込
書
等
配
布　

８
月
３
日

（
月
）
～　

日
（
火
）
に
、
ま
ち

１１

づ
く
り
推
進
課
（
市
役
所
第
二
庁

舎
５
階
）
、
管
財
課
（
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）
、
夜
間
・
休
日
は
施

設
管
理
室
（
同
１
階
）
で
配
布
す

る
ほ
か
、
配
布
期
間
中
に
限
り
、

東
京
都
住
宅
供
給
公
社
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（h

ttp
://w
w
w
.to
-ko
u
sy

a
.o
r.jp
/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

そ
の
他　

募
集
内
容
・
申
込
資
格

等
詳
し
く
は
、
「
都
営
住
宅
募
集

の
ご
案
内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

都
営
住
宅
入
居
者
募
集

子
ど
も
の
笑
顔
を
み
ん
な
で
守
る

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら

（
通
告
・
相
談
）

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
相
談
窓
口
）

　

☎　

儿　

儿
３
１
４
６
＝
月
曜
〜

０４２

３２１

土
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
東
京
都
小
平
児
童
相
談
所

（
緊
急
時
）

　

☎　

儿　

儿
３
７
１
１
＝
月
曜
〜

０４２

４６７

金
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時　
４５

分
▽
東
京
都
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー

（
夜
間
・
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
・
年

末
年
始
の
緊
急
時
）

　

☎　

儿
５
９
３
７
儿
２
３
３
０

０３

子
ど
も
の
笑
顔
を
み
ん
な
で
守
る

虐
待
か
な
？
と
思
っ
た
ら

（
通
告
・
相
談
）

▽
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー

（
相
談
窓
口
）

　

☎　

儿　

儿
３
１
４
６
＝
月
曜
〜

０４２

３２１

土
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

▽
東
京
都
小
平
児
童
相
談
所

（
緊
急
時
）

　

☎　

儿　

儿
３
７
１
１
＝
月
曜
〜

０４２

４６７

金
曜
日
午
前
９
時
〜
午
後
５
時　
４５

分
▽
東
京
都
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー

（
夜
間
・
土
曜
・
日
曜
・
祝
日
・
年

末
年
始
の
緊
急
時
）

　

☎　

儿
５
９
３
７
儿
２
３
３
０

０３

申
込
方
法　

８
月　

日
（
必
着
）

１４

ま
で
に
、郵
送
で
渋
谷
郵
便
局
へ
。

問
合
先　

Ｊ
Ｋ
Ｋ
東
京
（
東
京
都

住
宅
供
給
公
社
）
都
営
住
宅
募
集

セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
儿　

儿
０１０

　

＝
８
月
３
日
～　

日
、
☎　

儿

８１０

１１

０３

３
４
９
８
儿
８
８
９
４
）
、
ま
ち

づ
く
り
推
進
課
住
宅
係
（
☎　

儿
０４２

　

儿
９
８
６
１
）

３８７
 　

舞
踊
、
民
謡
、
合
唱
、
ダ
ン
ス

等
で
参
加
す
る
サ
ー
ク
ル
を
募
集

し
ま
す
。

と　

き　
　

月　

日
（
木
）
午
前

１０

１５

　

時
～
午
後
４
時

１０と
こ
ろ　

小
金
井　

宮
地
楽
器
ホ

ー
ル
（
小
金
井
市
民
交
流
セ
ン
タ

ー
）
大
ホ
ー
ル

対　

象　

市
内
在
住
の
お
お
む
ね

　

歳
以
上
の
方
の
サ
ー
ク
ル

６０申　

込　

８
月　

日
（
必
着
）
ま

２５

で
に
、
は
が
き
に
サ
ー
ク
ル
名
・

演
芸
種
目
・
代
表
者
の
住
所
・
氏

名
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
悠
友

ク
ラ
ブ
連
合
会
（
〒　

儿
０
０
１

１８４

２
中
町
４
儿　

儿　

福
祉
会
館
内

１５

１４

☎　

儿　

儿
１
１
８
８
）
へ
。

０４２

３８３

 　

市
で
管
理
し
て
い
る
街
路
灯
に

は
、
設
置
し
て
い
る
柱
に
写
真
の

よ
う
な
６ 
桁 
の
管
理
番
号
を
表
示

け
た

し
て
い
ま
す
。
街
路
灯
が
点
灯
し

て
い
な
い
と
き
は
、
管
理
番
号
を

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 　

ま
た
、
街
路
灯
の
中
に
は
商
店

会
が
管
理
し
て
い
る
も
の
や
東
京

都
が
管
理
し
て
い
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
街
路
灯
に
商
店
会
等
の
名

称
が
入
っ
て
い
れ
ば
そ
の
商
店
会

へ
、
東
京
都
の
マ
ー
ク
が
つ
い
て

い
れ
ば
東
京
都
北
多
摩
南
部
建
設

第　

回
小
金
井
な
か
よ
し

４３
市
民
ま
つ
り
シ
ニ
ア
フ
ェ

ス
タ
参
加
サ
ー
ク
ル
募
集

街
路
灯
が
点
灯
し
て
い
な
い

と
き
は
ご
連
絡
を

事
務
所
小
金
井
工
区
（
☎　

儿　
０４２

３２６

儿
８
８
６
２
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

※　

連
絡
を
受
け
て
か
ら
修
理
ま

で
は
通
常
３
日
前
後
か
か
り
ま

す
。

問
合
先　

交
通
対
策
課
交
通
対
策

係
（
☎　

儿　

儿
９
８
５
０
）

０４２

３８７

 　

防
衛
省
は
、
来
春
に
入
校
・
入

隊
の
各
種
目
採
用
試
験
を
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。

採
用
種
目
・
応
募
資
格　

▽
防
衛

大
学
校
お
よ
び
防
衛
医
科
大
学
校

＝　

歳
未
満
の
高
卒
・
高
卒
見
込

２１
の
方　

▽
自
衛
官
候
補
生
お
よ
び

一
般
曹
候
補
生
＝　

歳
以
上　

歳

１８

２７

未
満
の
方

　

な
お
、
志
願
受
付
期
間
は
各
種

目
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

自
衛
隊
西
東
京
地
域 

事
務
所
（
☎　

儿　

儿
１
９
８

０４２

４６３

１
）
、
市
総
務
課
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
０
５
）

 　

乳
幼
児
医
療
費
助
成
・
義
務
教

育
就
学
児
医
療
費
助
成
を
受
け
て

い
る
方
で
更
新
手
続
（
現
況
届
）

が
必
要
な
方
に
、
届
出
用
紙
を 

郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月　

日
３１

（
月
）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

　

現
況
届
は
、
子
ど
も
の
医
療
費

助
成
を
受
給
し
て
い
る
保
護
者
の

前
年
の
所
得
状
況
と
、
平
成　

年
２７

　

月
１
日
現
在
の
健
康
保
険
証
の

１０情
報
、
養
育
状
況
な
ど
を
確
認

し
、
受
給
資
格
の
有
無
を
審
査
す

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

期
限
ま
で
に
現
況
届
が
提
出
さ

れ
な
い
場
合
、　

月
１
日
か
ら
の

１０

医
療
費
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な

る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
住
民
税
課
税
（
所
得
）

平
成　

年
入
校
・
入
隊

２８

陸
・
海
・
空
自
衛
官
等
募
集

乳
幼
児
医
療
費
助
成
・
義

務
教
育
就
学
児
医
療
費
助

成
現
況
届
の
提
出
を

情
報
・
健
康
保
険
証
の
情
報
等
、

更
新
手
続
に
必
要
な
情
報
の
す
べ

て
が
確
認
で
き
る
方
に
は
、
届
け

出
が
不
要
な
た
め
医
療
証
を
９
月

下
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

所
得
制
限
超
過
等
で
消
滅
に
な

っ
た
方
に
は
、
医
療
費
助
成
受
給

資
格
消
滅
通
知
書
を　

月
上
旬
に

１０

郵
送
し
ま
す
。

問
合
先　

子
育
て
支
援
課
手
当
助

成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

 　

市
内
在
住
で
、
医
療
保
険
に
加

入
し
て
お
り
、
他
の
公
的
医
療
保

障
を
受
け
て
い
な
い
児
童
（
小
・

中
学
生
）
の
保
護
者
の
方
で
、
平

成　

年
中
の
所
得
が
所
得
制
限
内

２６
に
な
っ
た
方
は
、
申
請
に
よ
り　
１０

月
１
日
か
ら
義
務
教
育
就
学
児
医

療
費
助
成
を
受
給
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
第
二
庁
舎
３
階
）
で
配

布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　

す
で
に
義
務
教
育
就
学
児
医
療

費
助
成
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

改
め
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

所
得
制
限　

左
表
の
と
お
り

 
※　

社
会
保
険
料
控
除
分
（
一
律

８
万
円
）
を
含
む
金
額
で
す
の

で
、
改
め
て
社
会
保
険
料
を
控

除
し
て
計
算
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

※　

所
得
額
は
、
収
入
か
ら
必
要

経
費
な
ど
を
差
し
引
い
た
額

（
給
与
所
得
者
の
場
合
は
給
与

義
務
教
育
就
学
児
医
療
費

助
成
制
度
の
申
請
の

受
け
付
け

所得制限限度額扶養親族の
人数

６３０万円０人
６６８万円１人
７０６万円２人
７４４万円３人

１人増すごとに
３８万円を加算４人以上

所
得
控
除
後
の
金
額
）
で
す
。

※　

こ
の
ほ
か
に
、
各
種
控
除

（
医
療
費
控
除
、
寡
婦
（
夫
）

控
除
、
障
害
者
控
除
等
）
を
所

得
額
か
ら
差
し
引
く
こ
と
が
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
付
期
間
等　

８
月
３
日
（
月
）

～
９
月　

日
（
金
）
午
前
８
時　

１１

３０

分
～
午
後
５
時
（
正
午
～
午
後
１

時
お
よ
び
土
曜
・
日
曜
日
を
除

く
）

受
付
場
所　

子
育
て
支
援
課
窓
口

必
要
書
類　

▽ 

医
療
証
交
付
申

請
書　

▽
印
鑑
（
申
請
書
に
押

印
）
▽
児
童
の
健
康
保
険
証
の
写

し　

▽
申
請
者
お
よ
び
配
偶
者
の

平
成　

年
度
住
民
税
課
税
証
明
書

２７

（
平
成　

年
１
月
１
日
以
前
か

２７

ら
、
小
金
井
市
に
住
民
登
録
が
あ

る
方
は
不
要
）
▽
そ
の
他
に
書
類

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

そ
の
他　

郵
送
で
の
申
請
も
受
け

付
け
ま
す
。
窓
口
が
込
み
合
う
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、
郵
送

申
請
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

子
育
て
支
援
課
手
当
助

成
係
（
☎　

儿　

儿
９
８
３
９
）

０４２

３８７

 　

同
セ
ン
タ
ー
は
、
依
頼
会
員

（
手
助
け
を
し
て
ほ
し
い
方
）
と

協
力
会
員
（
お
手
伝
い
を
し
た
い

方
）
の
会
員
組
織
で
す
。

　

子
育
て
を
地
域
で
支
え
る
相
互

援
助
活
動
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

【
会
員
説
明
会
】

　

登
録
を
希
望
す
る
方
の
た
め

に
、
会
則
、
援
助
活
動
ま
で
の
流

れ
、
仕
組
み
を
説
明
し
ま
す
。

と　

き　

８
月　

日
（
水
）
午
前

２６

　

時
～　

時

１０

１１

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー

対　

象　

▽
依
頼
会
員
＝
市
内
在

住
で
、
原
則
生
後　

日
～
小
学
生

５７

の
子
ど
も
と
同
居
し
て
い
る
方　

▽
協
力
会
員
＝
援
助
活
動
に
関
心

の
あ
る　

歳
以
上
の
方
（
協
力
会

２０

員
講
習
会
へ
の
参
加
が
必
要
で

○子

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー

す
）

そ
の
他　

保
育
あ
り
（
要
事
前
申

込
）

申
込
方
法　

８
月　

日
か
ら
、
電

１２

話
で
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
へ
。

【
協
力
会
員
講
習
会
】

　

子
ど
も
の
健
康
と
安
全
、
子
ど

も
の
発
達
、
食
事
、
応
急
手
当
な

ど
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

と　

き　

９
月　

日（
金
）、　

日

１８

２５

（
金
）、　

日
（
火
）、　

月
１
日

２９

１０

（
木
）
、
８
日（
木
）
、　

日
（
水
）

１４

午
前
９
時　

分
～
午
後
１
時

３０

※　

こ
の
ほ
か
の
日
程
で
保
育
実

習
が
あ
り
ま
す
。
出
席
で
き
る

回
か
ら
の
参
加
も
可
能
で
す
。

と
こ
ろ　

保
健
セ
ン
タ
ー
（　

月
１０

１
日
は
前
原
暫
定
集
会
施
設
）

対　

象　

援
助
活
動
に
関
心
の
あ

る　

歳
以
上
の
方

２０
申
込
方
法　

電
話
で
フ
ァ
ミ
リ

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
へ
。

們
們
◇
共　

通
◇
們
們

問
合
先　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー

ト
・
セ
ン
タ
ー
（
☎　

儿　

儿
１

０４２

３２０

７
０
１
＝
日
曜
・
祝
日
を
除
く
午

前
９
時
～
午
後
５
時
）

U
U

U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U
U

　

創
業
予
定
者
や
事
業
者
の
育
成

サ
ポ
ー
ト
事
業
を
展
開
す
る
Ｓ
Ｏ

Ｈ
Ｏ
・
イ
ン
キ
ュ
ベ
ー
シ
ョ
ン
施

設
で
あ
る
東
小
金
井
事
業
創
造
セ

ン
タ
ー（
通
称
「 
Ｋ
Ｏ  
儿  
Ｔ
Ｏ 
」
）

コ 

ー 

ト

の
入
居
者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
応
募
要
項
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

募
集
施
設
・
料
金　

個
室
１
室

（
約
５
平
方
㍍
）
＝
月
３
万
５
千

円
、
シ
ェ
ア
ブ
ー
ス
（
約
２
平
方

㍍
）
＝
月
１
万
８
千
円

※　

入
居
に
は
審
査
が
あ
り
ま

す
。
個
室
の
審
査
結
果
に
よ
っ

て
は
、
シ
ェ
ア
ブ
ー
ス
を
利
用

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

利
用
期
間　

原
則
３
年

応
募
要
項　

同
セ
ン
タ
ー
、
経
済

課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
４
階
）
で

配
布
す
る
ほ
か
、
同
セ
ン
タ
ー
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
://ko

-to
.in

fo
/

）か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

審
査
方
法　

申
請
書
お
よ
び
８
月

　

日
（
木
）
実
施
の
面
談
等
に
基

２０づ
き
、
審
査
を
行
い
ま
す
。

応
募
方
法　

８
月　

日
午
後
５
時

１８

（
必
着
）
ま
で
に
、
郵
送
ま
た
は

直
接
、
申
請
書
等
を
同
セ
ン
タ
ー

へ
。

問
合
先　

東
小
金
井
事
業
創
造
セ

ン
タ
ー
（
〒　

儿
０
０
０
２
梶
野

１８４

町
１
儿
２
儿　

☎
０
４
２
２
儿　

３６

３１

儿
２
０
４
０
）

東
小
金
井
事
業
創
造
セ
ン
タ
ー

東
小
金
井
事
業
創
造
セ
ン
タ
ー
のの

入
居
者
を
募
集

入
居
者
を
募
集
中中

福
祉
会
館
の
閉
館

福
祉
会
館
の
閉
館
にに

伴
う
説
明
会
の
開

伴
う
説
明
会
の
開
催催


